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条例案に関する事業等の概要について

資料２

平成２６年６月２０日
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子ども・子育て関連３法の趣旨と主な内容

① 子ども・子育て支援法

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設

・地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実

② 認定こども園法の一部を改正する法律

幼保連携型認定こども園の認可・指導監督の一本化

③ 関係法律整備法

児童福祉法など５５の関係法律について整備

※これらの法律は、一部を除き、早ければ平成２７年４月施行予定

【【【【子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて関連関連関連関連３３３３法法法法（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年８８８８月公布月公布月公布月公布））））のののの趣旨趣旨趣旨趣旨】】】】
幼児期の学校教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に支援

【【【【主主主主なななな内容内容内容内容】】】】
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子ども・子育て支援法
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確認制度
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○認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設
（新たな「幼保連携型認定こども園」）

・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進
・設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ（株式会社等の参入は不可）

○財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化
→ 消費税を含む安定的な財源を確保

幼保連携型

幼稚園型

保育所型

地方裁量型
幼稚園機能

＋

保育所機能

○施設体系は、現行どおり

○財政措置は「施設型給付」
で一本化

○改正認定こども園法に基づく単一の認可

○指導監督の一本化

○財政措置は「施設型給付」で一本化

※設置主体は国、自治体、学校法人、社会
福祉法人のみ

幼稚園 保育所 幼保連携型認定こども園
（学校及び児童福祉施設）

保育所
（児童福祉施設）

幼稚園
（学校）

〔類型〕 ＜現行制度＞

保育所
機能

幼稚園
機能

○幼稚園は学校教育法に基づく認可

○保育所は児童福祉法に基づく認可

○それぞれの法体系に基づく指導監督

○幼稚園・保育所それぞれの財政措置

＜改正後＞

※設置主体は国、自治体、
学校法人、社会福祉法人
のみ

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ

※設置主体制限なし

※設置主体制限なし

（児童福祉施設）（学校）

認定こども園法の改正の概要
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地域型保育事業（家庭的保育事業等）


